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[代表] 谷 靖介（東京弁護士会登録）
[事務所所在地]

東京都（日本橋）
千葉県（市川・船橋・津田沼・千葉・成田）
茨城県（鹿島）

〔東京弁護士会所属〕

リーガルケアニュース

厳しい自治体担当者への対応について

実地指導では、自治体の介護保険課などの担当者（以下、「自治体担当者」）が事業所を訪れ、
適正なケアマネジメントの実施やコンプライアンス（法令遵守）にのっとった事業が行われている
かを確認します。
もちろん、介護事業所の運営にあたって報酬の不正請求などが許されるものではありません。実

地指導に対して書類の不提出や虚偽の報告、検査の妨害などをすれば、監査手続きが始まり、指定
取り消しなどの厳しい処分が下されてしまうこともあります。
しかしながら、弁護士として介護事業者のご相談をお受けしていると、自治体担当者による度を

過ぎた発言、名誉毀損や侮辱にもあたりうるような発言が散見されます。
自治体担当者が不正の発見や追及に熱心なあまり、過剰な発言をしてしまうことがあるようです。
そこで、本ニュースレターでは、厳しい自治体担当者にあたってしまった場合の対応について、

ポイントをお伝えします。

裏面へ

これらの根拠がある場合に指導を受けるべき
ことは当然ですが、時には、自治体担当者がこ
れらの内容を十分に理解していない場合や誤解
をしている場合があります。
また、これらに明記されていない事項（例：

人員基準のカウント方法）や解釈に争いがある
事項について、自治体担当者が一方的に決めつ
けをして指導を行っていることがあります。
そのため、実地指導時の自治体担当者の発言

や内容に疑問を感じたら、「法令の根拠や厚労
省の通知を示していただけますか？」「今のご
指摘は実地指導マニュアルのどちらに書かれて
いますか？」など、こちらから質問をし、牽制
することも重要です。

①指導内容は、法令・厚生労働省通知や
実地指導マニュアルに基づくものか？

実地指導にあたって、どの程度厳しい発言が
されるかは自治体担当者の個性やタイプによっ
て様々です。時には、名誉毀損・侮辱にも該当
しうるような発言や人格非難のような発言を自
治体担当者が行ってしまうことも懸念されます。
発した言葉を引っ込めさせたり謝罪をさせる

ことは困難ですが、このような発言を真面目に
受け止めていると、ストレスが増大し、指導に
素直に従うことも難しくなります。
自治体担当者の発言については必ずメモなど

を残し、行き過ぎた発言があったような場合は、
下記のように必ず記録を残しましょう。

・〇月〇日、〇時〇分、〇〇氏から当事業所〇
〇に対する発言 「～～～」
・〇月〇日、〇時〇分、〇〇氏から当事業所〇
〇に対する発言 「～～～」

なお、実地指導時に無断で録音を行うことは、
実地指導に非協力の事情となりうるため、弁護
士としてお勧めはできません。

②先方の発言内容について記録を残し、
書面化する。
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リーガルケアニュース

石川に生まれ、東京で幼少期を過ごす。1999年明治大学法学部卒業、2004年弁護士登録。日本弁護士連合会の
公設事務所プロジェクトに参加し、2005年、実働弁護士ゼロ地域の茨城県鹿嶋市に赴任。翌年には年間500名以
上の法律相談を担当し、弁護士不足地域での法務サービスに尽力する。弁護士法人リーガルプラスを設立し、複
数の法律事務所を開設し、介護医療事業への法務支援に注力。経営者協会労務法制委員会講師を務めるなど、講
演経験やメディア出演も多数。

弁護士法人リーガルプラス代表弁護士 東京弁護士会所属
介護法務研究会（C-LA）代表
谷 靖介（たに やすゆき）

〔東京弁護士会所属〕

介護事業の経営や運営に関する関係法令や通達、裁判例等を広く研究し、介護事業の経営者・管理
者や職員や関連業種への情報提供、教育等を目的とし、介護法務研究会（C-LA）を運営しています。
介護事業者のコンプライアンス体制の構築、法務体制の拡充を通じて、より良い介護事業運営に繋が
る支援を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
http://www.bizserver1.com/kaigohoumu/index.html

《介護法務研究会（C-LA）のご案内》

リーガルプラスでは、介護事業者様における労務問題、
事故対応、ハラスメント対策、クレーム対応、リスクマ
ネジメント、債権回収などのお困りごとの他、行政対応
やコンプライアンス体制構築に関するご相談など随時お
受けしています。
経営者・管理者様の初回法律相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

【お問い合わせ先】
リーガルプラス 東京法律事務所
ＴＥＬ：０３－６２６５－１８１７

（受付時間／平日１０：００～１８：００）
E-mail： taniyasuyuki@bengoshi-lp.com

実地指導に慣れない介護事業者にとって、自
治体担当者とのやり取りは非常にストレスがか
かります。今回ご紹介した方法を駆使して、自
治体担当者とのやり取りを少しでもストレスの
少ないものにしてもらえればと思います。

[発行・お問い合わせ]
弁護士法人リーガルプラス 本部
TEL：03-6265-1686
電話受付時間：平日10：00～18：00
〒103-0027東京都中央区日本橋3-1-4 日本橋さくらビル2階
https://www.legalplus-kigyohoumu.net/kaigo/
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③疑問は書面で送付

①で示したような、法令・通達・マニュアル
等に明記されていない実地指導内容については、
なぜそのような指導を受けなくてはならないの
か、事業所として何を改善すれば良いのか、と
いったテーマが自治体担当者によってブレるこ
とがあります。
このような場合、口頭での議論は水掛け論に

なってしまいがちです。
そこで、自治体担当者に宛てて疑問は文書で

発送しましょう。
文面例は「〇月〇日の実地指導において、～

～といった指導を受けましたが、そのような指
導に関して法令・通達・実地指導マニュアルの
根拠をお示しいただけますでしょうか？ 当方
でも調査をしましたが、残念ながら指導根拠が
見当たりませんでした。誠にお手数をおかけし
ますが、〇月〇日までに書面にて指導根拠を当
方にご教示いただきますよう、お願いしま
す。」などになります。


